
フランスにおける大学評価追跡調査にみる大学改善の新動向

1.フランスにおける大学評価と追跡調査の試行

(1)フランスの大学評価

服部憲児(大阪教育大学)

1980年代のフランスにおいては、大学に多大な機能不全があるとして、その生産性の

低さ、教育と研究における使命実行の不十分さが指摘され、その非効率性に対して厳しい

批判が起こっていた。当時は EC統合が現実味を帯びてきた時代であり、フランス国内に

おいてはその主導権争いも絡んで国際的な経済競争力の増強が国家的重要課題となり、科

学技術や経済の発展に貢献する人材の需要が高まってい時代であった。ところが、教育面

では、大学に登録したものの、特に第 1期課程において離学する者が多く、社会的に必要

とされる人材養成を十分に行っていないこと、研究面では、大学教員の半数近くの者の研

究活動が有名無実化していることに対して批判がなされた。国際競争の激化の中で、グラ

ンゼコールや CNRS(Centre national de la recherche scientifique :国立学術研究機構)とと

もに、人材の養成や研究開発において重要な役割を果たすべきことが大学に期待されてい

るにもかかわらず、環境の変化に対応した変革ができていないために動きの激しい社会に

遅れを取ってしまったといったことが指摘された 1)。このような中、 1984年の高等教育基

本法に基づいて、大学の第三者評価機関である全国大学評価委員会 (Comite national 

d百valuation、以下 rCNEJ)が設立され、外部から大学評価を実施することによる大学改

善が図られた。

CNEが行う主な活動内容は、大きく分けて、 (1)主として個別大学の評価を実施して報

告書を作成し公表すること、 (2)これら評価結果をもとに国の大学・高等教育政策への改

革提言を行うこと、の 2点である。このうち前者については、①個別大学の評価(第 1回

評価)、②個別大学の第 2回評価、③学問分野別評価、④テーマ別評価を行ってきた。と

りわけ中心は①および②の個別大学評価であり、 1986年に最初の個別大学報告書が刊行

された後、グランゼコール等の高等教育機関も含めて年に 1-- 15校の範囲で評価報告書

が刊行されている。第 2回目の個別大学評価は 1994年に開始され、 2004年中までに 15

の大学・高等教育機関で実施されている。また、 2004年には第 3回目の個別大学評価も

一部で始まっている。

(2)追跡調査の試行

当初は4年周期で各大学の評価を行うことが予定されていた。しかしながら、個別大学

評価に必要な作業量とそれに充てることのできる人員との問に大きな聞きがあり、 1大学

当たりの評価に要した期間は、当初予定されていたものを大幅に上回ることとなった。そ

のため、第 1回評価が終了してから第 2回評価が実施されるまでにかなりの聞が開くこと

1)石村雅雄「フランス全国大学評価委員会活動下の大学教育改革についてJ京都大学高等教育教授システム開発セン

ター『京都大学高等教育研究』創刊号 (1995年)59頁、本間政雄「フランスにおける大学評価の新展開J民主教育

協会 rIDE現代の高等教育JNo.401 (1998年)44頁。
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になり、実際には第 1回評価と第 2回評価の間隔は平均で約 10.3年となってしまった。

そのため、一般に大学側で第 1回評価に直接携わった者、特に管理職にあった者は、第 2

回評価の際には通常その職を退いており、全く新しい者が担当することになるのである。

したがって、第 1回の評価報告書において行った大学に対する CNEの勧告は第 2回の評

価が行われる頃には忘れ去られてしまい、大学評価が大学改善に活かされないケースも少

なくない。

CNEによる勧告が忘れ去られることは、必ずしも大学側の改善意欲の低さのみによる

ものではなく、 10年周期の評価という方法論上の問題に起因する部分も大きい。したが

って、評価が「忘れ去られる」ことはフランスにおける大学評価全体の課題といえる。そ

のため CNEは、評価を大学改善にとってより有効なものとするためには、それを「記憶

に残す」ことが重要であると判断し、大学評価の 2年後にそれに基づく改善の進捗状況を

検討する追跡調査を 2004年から試行することとなった。

また別の要因としては、 CNEの個別大学評価およびそこでなされる勧告には強制力が

なく、大学改善の決定打になりにくいという批判が国民教育省を中心に出されていること

から、これに応える必要もあった。この「評価と決定の独立性」に関しては、初代 CNE

委員長のローレン・シュヴ、アルツも、それが大学による CNE評価の受容をもたらしてい

る一方で、不都合な面も持ち合わせていることを指摘している九さらに、追跡調査は「大

学運営ならびに省との契約政策の一環として作成される計画に対して、 CNEが実施した

機関評価および表明した勧告の影響を測定すること J3)、すなわち当該大学の改善に対す

る評価の影響を明確にすることも目指している。

以下、本稿においては、この追跡調査を手がかりに、とりわけ学生減少期を迎えた 90

年代後半以降における大学の改善に向けての取組を考察することとする。その際に、サン=

テチエンヌ大学、ブルターニュ=南大学、ランス大学の 3大学を事例として取り上げ、個

別大学評価報告書と追跡調査報告書の比較対照を行う。また、これらを手がかりとして、

大学評価を通して問題状況の改善を図るという手法のフランス的特質を明らかにする。

2.追跡調査の方法

追跡調査は、各大学の評価報告書刊行の 2年後から開始されることになっている。ただ

し、試行段階ということもあってか、下記大学においては追跡調査の開始時期がこれより

も遅くなっている場合もある。追跡調査の実施は、原則として当該大学の評価者の中から

3名程度が担当することになっている。例えば、ブルターニュ=南大学の追跡調査の場合、

A. Cheminat (CNE付顧問・評価追跡調査担当)、 J-Y.Merindol (CNE委員)、 P.Maussion 

(特命官)の 3名で構成される追跡調査委員会が、 2003年 11月 20日・ 21日に同大学執

行部との作業会議に訪問している九

追跡調査は、現在は数校程度で試行的に実施している段階であり、 2004年にはブ、ルタ

2) Laurent Schwartz， "L'evaluation"， Pierre Merlin & Laurent Schwar包， Pour la qualite de l'universite francaise， Press 

Universitaires de France， 1994， p.l 02. 
3) CNE， Nouveaux espaces pour l'Universite: Rapport au president de la Republique 2000-2004， 2005" p.85. 

4) CNE， "Suivi des evaluations， l'Universite de Bret砲ne・SudヘBu/，加的、 no.45‘2004‘p.1.
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ーニュ=南大学、ランス=シャンパーニュ=アルデンヌ大学、ピカルディ=ジュール・ヴ、エ

ルヌ大学、リモージュ大学、サン=テチエンヌ=ジャン・モネ大学、エクス=マルセイユ地

区の 3大学(第 1・第 2・第 3) において行われた。

今後の方法論等についての詳細な議論はまだ十分になされていないが、 CNEの評価以

降の改善あるいは改善計画における勧告の位置付けを分析すること、 CNEによる評価の

有効性と妥当性を測定すること、大学側の過重な作業を避けて「軽微な」方法で実施する

ようにすること、契約政策に活用できるような形で実施すること等を基本方針としている

"。そして、これらによって、全学政策の戦略的基軸の実行における大学への支援、体系

的で継続的な内部評価プロセスの導入の奨励を行うことを目指しているヘ

追跡調査の手順は以下の通りであるヘ

① CNEと大学との間で資料を交換する。

② CNEが任命する 3名の派遣団が現地(大学)を訪問する。

③派遣団が報告書を作成する。

④同報告書が CNEによって承認される。

⑤同報告書が大学学長に送付される。

⑥学長の回答を伝えるための会合が開かれる。

⑦大学側の回答を付した最終報告書が刊行される o

①の段階で最初に交換される資料として、 CNEからは当該大学の政策または活動の事

項リストを総合的に捉え直した書類が送付される。これは、追跡調査が CNEの勧告の進

捗状況をみるものであるから、基本的には当該大学の評価報告書の抜粋のようなものとな

っている o 参考までに、ブルターニュ=南大学に送付された書類の和訳を、例として文末

に掲載しておく(表 3)へ大学は、この書類に基づいて、 CNEによる評価以降の関係す

る数値の変化ならびに全学契約において採用された戦略的選択の論証的提示を行うことに

なる。既に調印されている場合には 4年制契約における勧告の考慮に言及することも求め

られる。これらは利用可能な文書・データ・指標に基づいて行われるものであり、追跡調

査は、大学が進捗状況を「証明」することを基本として行われることになっている。

②の段階で行われる CNEの現地訪問に際しては、 CNE派遣団と大学の執行部との間で

作業会議が開かれ、「対話」を通して作業が進められる。必要に応じて学外者(地方公共

団体関係者、経済界関係者など)をこの会合に参加させることもできる。この点について

の判断は大学側が行うことになっているヘ

⑦に示される追跡調査の報告書は 15頁程度であり、認められる成果および大学が行っ

たCNE勧告の活用について記載がなされる。そこには個別大学評価報告書と同じように、

学長による大学側の返答も合わせて掲載される o 例として、サン=テチエンヌ大学、ブル

ターニュ=南大学、ランス大学の 3大学の追跡調査報告書の目次を示すと表 1のようにな

5) CNE， op.cit.， 2005， p.9. 

6) CNE， ibid.， p.85. 

7) CNE， ibid.， pp.9・10.
8) CNE， ibid.， pp.86-88. 

9) CNE， ibid.， p.85. 
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表1.追跡調査報告書の目次例

サン=テチエンヌ大学(全16頁) ブ、ルターニュ=南大学(全16頁) ランス大学(全16頁)
ーーーーーーーーーーーーーー回ー圃嗣司ーーーーーー--間同 『ーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--曲目 -----ー四ーーーーーー司・・ーーーーーーーー---ーー

1.管理運営 1.大学の管理・樹蒜・運営 1.大学運営と遠心傾向対策

0評議会の機能 (J)管理 (1)機関およひ精成部局の運営

2 パートナーシップ (2)評議会 (2)全学計画の活力

3.国際関係、 (3)運営 (3)受入・コミュニケーηン政策

4.明確な全学政策に役立つ管理 (4)大学の構造化 (4)URCAと地方公共団体

(J)運営道具の作成 (5)大学の二極化 2 管理運営

(幻人材管理 (6)構成部局 (J)構成部局聞の格差縮小・再編

(3)遺産管理 (7)研究の構造化 (2)付加時間の制御

5. IUTサン=テチエンヌ校の統合 (8)所属意識と全学政策の発達 (3)教員・事務系職員の管理

6 教育 2.協議機関 (4)キャンパスでの受入条件

(J)学生数 (J)方針評議会 3.学生数

(2)教育提供 (2)近隣大学との関係機構 (1)学生数

(3)学生数の少ない教育 3.管理運営 (2)地方分散したキャンパス

(4)ロアンヌ・キャンパス (j)共通業務局・全学業務局 4.教育提供

(5)教育の評価 (2)予算・会計の概況 (J)課程間の学生数均衡化

7.継続教育 (3)公的パートナーの支援 (2)教育提供の変化

8.学生生活 4.教育 (3)第1期課程での失敗対策

(1)大学生活への学生参加 (j)学生数の変化 5.研究

(2)キャンパスの委員会 (2)情報提供・進路指導政策 (J)研究チーム

(3)対学生サービス 5 教育提供 (2)博士教育センター

9.研究 (J)法学・経済学・経営学 (3)研究の活用

cl)博士教育センター (2)文学・人文科学・社会科学 (4)結論

(2)勤甘における受託研究グパハープ (3)理学・科学技術部門 6 共通業務局

(3)専門地保 6.技併斑期大学部 (J)学生スポーツ実践

(心「光学・視覚J抱長 (J)IUTヴァンヌ校 (2)継続教育

(5) rスポーツ・健康J処長 (2)IUTロリアン校 (3)資料収集方法

(θ 「出或開発」地長 7.継続教育 (4)追跡調査・言時ま板

(7)研究の活用 8.研究 結論

(8)研究の運営 9.学生生活 学長の返答

結論 10.資料収集政策

学長の返答 結論

学長の返答

3.追跡調査の事例

追跡調査の対象となる項目は、表 1からも分かるように、 CNEの評価報告書において

勧告された事柄であるから、管理運営、教育、研究を中心に多岐にわたっている。また、

当然ながら具体的な内容は大学ごとに異なる。以下ここでは、上記表 1にある 3大学(サ

ン=テチエンヌ大学、ブルターニュ=南大学、ランス大学)の追跡調査について事例的に

考察することにする III。

10)CNE， "Suivi des evaluations， ('Universite Jean Monn巴tde Saint-Etienne"， Bulletin， no.49‘2005， CNE， op.cit.， 2004(Bulletin， 

no.45)， CNE， "Suivi des evaluations， ('Universite de Reims-Champagne-Ardenne"， Bul/eli凡 no.43‘2004.

11)これら 3大学は資料上の制約から選ばれたもので、追跡調査報告書とその直前の個別大学評価報告書の双方ともを

入手できた大学である。したがって、典型例とはいえないが、追跡調査が未だ試行段階にあり少数の大学でしか実

施されていないことから、例として参照するのには問題ないと考える。
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(1)サン=テチエンヌ大学の追跡調査

サン=テチエンヌ大学は、 CNEとの作業会議用の資料として CNEの勧告とその後の対

応について一覧表を作成している。その主要部分示したものが表 2ωである。ここでは、

これを中心に必要な部分を追跡調査報告書で、補いながら、同大学の追跡調査の結果をみる

ことにする。これによれば、 3分の 2以上の事柄について改善が行われており、 CNEの

勧告を受けて何らかの対応を実施したのは 13項目中 9項目、検討中の項目は4項目とな

っている。追跡調査の時点で実施しないことを決定していた項目はない。なお、同大学の

個別大学評価報告書は 2003年に、追跡調査報告書は 2005年にそれぞれ刊行されている。

まず、勧告に対して対応がなされた項目について、その勧告と改善策を対照させてみる

と以下のようになる。

①「時として議事日程が長すぎて、学外構成員のような何人かのメンバーのやる気をそい

でいる」という管理評議会に関する CNEの指摘については、「年度当初における会議日

程の公表および会議回数の減少」という対策を取って委員のやる気を維持しようとしてい

る。

②国立サン=テチエンヌ技師学校とのパートナーシップについての勧告に対しては、現在

では同校が博士教育センターに組み込まれていることでそれが図られているとともに、

同校校長に対して連携の依頼を行っているとしている。

③教務・大学生活評議会の会議時間の短縮という勧告に対しては、議題についての事前の

議論と準備を学長補佐局で行うこと、および、会議の終了時刻を前もって定めることで

これに応えている。

④同じく教務・大学生活評議会が十分に「学生生活の問題を十分に扱っていないので、全

体としてその役割を果たしていなしリという指摘に対しては、 2004年度より学生副学

長および学生代表会議の実施方法が変更となり、学生代表との協議より必要な措置を講

じる予定であるとしている。

⑤ロアンヌ・キャンパスにおける学生数の激減に対処すべきという勧告に対しては、実学

的な AES(Administration economique et sociale :経済・社会管理)コースの拡充、アカ

デミックな法学コースの定員削減、理学コースの教育内容の実用化によって学生数の確

保を期している。

⑥大学のコミュニケーションの充実については、コミュニケーション特命官である学長室

長とコミュニケーション業務局の使命をきちんと区別するための業務再編を行うととも

に、新たなウェブサイトが設置された。

⑦大学の事務組織について「事務系職員に関して再編成がなされていない」という指摘に

ついては、 2003年と 2004年に再編成が行われるとともに、医学部研究グ、ループで、の 3

つの学内配置転換が実施された。

12)CNE， op.cit.， 2005 (Nouveaux e司pacespour /'Universile)， pp.89・90.

q
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③国際関係に関して「学生の流動性を奨励・組織化する努力がなされなければならなしリ

という勧告に対しては、国際的開放を全学政策における大学発展の強力な基軸と位置づ

けて様々な活動に着手しており、国際協定の 95%以上で積極的な関係作りや交流が行

われている。学生の国際的流動性に関しては、 ERASMUS関係のものを中心に、とりわ

け双務協定の発展により増加を示している。 2002年度には 224名の学生が関係してお

り、その約半数は ERASMUSの一環である。また、外国で実習を行った学生は、 1999

年度の 207名から 2002年度の 299名へと増えている。交流協定数が増加し、国外で実

習を行った学生は 50%近く増加している lヘ
⑨国際言語・文化センターの活動に対する懸念(協定の内容、交換の少なさ)に対しては、

留学生に対する同大学の魅力を高めるための事業の一部をなす受入・付添支援の一環と

して、チューター制や個別調査と並んで、同センター内での語学教育の充実に取り組ん

でいるヘ

次に、改善を検討中の項目について、勧告と検討事項を対照させてみると以下のように

なる。

①とりわけ博士教育センターでの教育に関連して、サン=テチエンヌ大学の学術政策が不

明確であるという指摘がなされている。この点については、博士教育センターは4年制

契約の枠内で同大学の学術政策に依拠しているとしたうえで、研究テーマの選択および

研究奨励金の配分手続きについての再検討が進められていることが示されている。

②価値増進委員会の新設についての勧告に対しては、商工活動業務局評議会の新設計画が

進行中であることが示されている。

③ IUT Onstitut universitaire de technologie :技術短期大学部)サン=テチエンヌ校が全学の

指示に従わない独立的・鎖国的存在であるとしづ指摘については、管理運営の現代化を

通して大学本体との一体的運営が志向され始めており、継続教育・経験知識認証や資料

収集における協力、管理ソフトウェアの共有化が進行している l到。

④ IUTの教員および事務系職員の人事管理が他の部局と異なっているという指摘につい

ては、教員=研究員の採用・昇進および事務系職員の人事管理が、全学の学術政策と一

貫する形で進められるようになってきているへ

以上に示したように、 CNEの勧告や指摘を受けて何らかの対応がなされた事柄は、例

えば会議に関する改善のような比較的容易に取り組めるものだけではない。ロアンヌ・キ

ャンパスの学生減少への対策のように、かなり大がかりな作業を伴う改革も短期間に取り

組まれていることが分かる。また、何らかの対応をした事柄の中には、追加の対応を検討

中のものもある。

13) CNE. op.cit.. 2005 (Bulletin. no.49). pp.3-4. 

14)CNE. ibid.. p.4. 
15)CNE. ibid.. p.5. 

16)CNE. ibid.. p.5. 
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表 2.大学評価時におけるCNEの 勧告とその後の大学の対応の対照表

CNE勧告の追跡調査用にジャン=モネ・ド、ウ・サン=エテエンヌ大学によって作成された表の一部

(CNE報告書の注釈、サンニテチエンヌ大学による返答)

大学評価時のCNEの考察 着手または実現された活動 検討中または実施せず

管理運営(19-20頁) 年度当初l、おける会議日程の公表および会議回数の

減少

WJJli1.厳重 CNEI立、時として議事日程が長すぎ
て、学外構成員のような何人かのメンバーのやる
気をそいでいるζとを指嫡している。

がニt..古シタ-:CNE峰、サンニT子エンヌ文学 博士教育セン宮 崎、サン"'Tチエンヌ大学、鉱業

の学術政策がと.こで決定されるのかを知りたいと 学校、国立サン=テ子工ンヌ技師学校によって構成

いう問題を提起している。学術評議会なのか、相暗 されており、そのためいかなる場合においてもサン

士教育センヲ なのか、参加している6つの共同 =テチヱンヌ大学の学術政策を決定することはでき

研究単位評議会なのか、あるいは学外なのか。 ない。清士教育セン5-1立、 4年制契約の大きな選
択の自由の枠内で学術審議会によって決定される
サン=テチエンヌ大学の学術政策に依鈍している。

テマの選択および給付金の配分手続きの再検
討が進行中である。

〆¥Q-jけーシ";/:;f:&Jtずシzテチエ二ン.xl.teiP'学lXe現在国立サン"'Tチエンヌ技師学校l立博士教育セン

の';1M ヲーに統合されている。

国立サン=テ子エンヌ技師学校長への依頼を実施し
た。

サン=テチエンヌ大学出版活動の促進

ilI.i6~R/I::td)lIiifl 簡エ活動業務局評議会新設計画が進行中。

.6-文学三世彦s.::t(21頁):CNEは会議時間 終了時刻を記鉱した召集案内 今後、全学社会委員会二学生生活委員会のいくつ

が余りに長いと考えている。 -f南佐局における謙事日程の議論と準備 かの問題が、教務・大学生活評議会によって有効
と認められる。規約の変更がζの方向で明確にな
されたn

教務・文学生活評議会が学生生活の問題を十分 学生副学長および学生代表会議は、 2004年度より実
に扱っていないので、全体としてその役劃を果たし 施方法が変更となる。取られる措置は、来るべき時
ていないとCNEは考えている。 に、これら学生代表との協議より必然的に生じる。

IUT (21頁および33頁)CNEI立、 IU丁、とりわけサ 付加時間の新規適用において教員が規約上のス
ンヱチチエンヌ校が「権力に従わない勢力」として振 告ッフとして扱われることに注意しなけれlまならな

る舞っていると見なしている。 い。

付加時間の管理レベルにおいて、 IUT教員が「規 35時間勤務の一環として可決された条文は本学全
約上のスヲッフ」ではなく、「その他の自由契約書」 体で適用される。社会的点検の一環として、その

カテゴリ に分類されている二と、また事務系ス 現場での実施を確認するために、二れからは点後
5ッフが二の機関の他のスヲッフと同じ形で管理さ が行われなけれlまならない。
れていない二とも驚きである。

CURd)疹在 (22頁):CNEIま変化および学生数の 本年度中に教育提供を再検討するための考察が行わ
』倒的な減少を懸念している。 れ、 AES')サンス第3学年を設置し、法学の定員を大

幅削減し、技師学校への入学準備となるように理学
DEUGの内容を修正した。目視l立学生数のレベルで定
められた。

ずIシ=テチzニ〆X文学のコ'~.::z.ーケーショシ (23 学長室長とコミユ←ケーシヨン業務局の使命をきちんと
頁) 区別するための業務再編。

新たなウェブサイトの設置。

文学d)_6I11M (23-24頁):CNEI立、事務系職 指標の設定を伴う作業が進行中である。
員に関して再編成がなされていない二とを強調して 2003年と2004年に再編成が、また医学部研究グルー
いる。 プでの3つの学内配置転換が実施された。

l!/16111l (24頁):CNEI立、学生の流動性を奨 全学政策の強力な基軸をなす進行中の問題。 ドゥ ・パパン・キャンパスでの国際関係共通業務
励・組織化する努力がなされなければならないこと 局との再編計画が二の問題に対する再横討をもた
を強調している。 らすかもしれない。

国際言詰・文化セン5 国際言語・文化セン CNEの診断l立以下の二とを強調している
ヲ の活劃l立CNE慣I1の疑問を促した。 一内容のない協定。

交鎮の少なさ。

また、「全学問分野における国際的流動性を奨励し組
織化するために、国際関係に関する努力がなされな
ければならない」と結論付けている。

検討中の項目についても、勧告を受けて何らかの対応がなされつつあることが分かる。

順調に進めば、改善が実行された項目へと移行していくものと推察される。もちろん、何

らかの対応が実行されている事柄も含めて、それらが十分なものか否かという問題はある

が、 CNEの勧告および追跡調査の実施が、少なからぬ比重で大学が改善に着手するイン

センティブになっていることは明らかであろう。

戸、υハ司
υ



(2)プルターニュ=南大学の追跡調査

ブルターニュ=南大学については、サン=テチエンヌ大学のような主要項目の一覧表が

公表されていない。そのため、ここでは少し対象を限定し、教育関係の事柄を中心に同大

学の評価報告書と追跡評価報告書を比較対照することとする。ここで取り上げる勧告は以

下の 5点である。なお、同大学の個別大学評価報告書は 1999年に、追跡調査報告書は 2004

年にそれぞれ刊行されている。

①学生に対する業務の質を向上させること o

②学生数の減少に対応すること o

③学生の生活環境の見直しを行うとともに、所属意識を高めること o

④ IUFM Onstitut universitaire de fonnation des maitres :大学附設教員養成センター)

と関係を強化すること。

⑤新たな学科よりも既存のものの強化を優先すること o

第 1の勧告は学生に対する業務の質の向上である D この点についての対策としては、個

別大学評価時点で、第 1期課程の学生に対する支援措置、一般教育と職業教育の聞の移行

制度、困難な学生の追跡調査が、既に全学政策の一部として計画されていた l7)0 これらは

「大学で、の失敗対策Jとして、 DEUG(Diplome d百tudesuniversitaires 訴前rales:大学一般

教育免状)進学が不適切で、あったと判断される学生が、適合する STS(Section de techniciens 

superieurs :中級技術者養成課程)等へ進路変更できるようするものである。具体的には、

DEUGで困難に陥っている学生に対して、最終的に新たな進路を選択可能にする進路指導

=強化課程を用意することによって行われており、毎年約 80，.....， 90名の学生がこの措置を

享受してる。さらに、次に述べる学生数減少対策とも関わって、実際にこれら学生が進む

ことになる職業教育コースの拡充が図られている。学生に対するこれらの業務に関しては、

「学生受入、失敗に対する闘い、就職支援の措置に対する積極的支援、ならびに、とりわ

けCROUS(Centre regional des auvres universitaires et scolaires :地方大学・学校厚生事業

センター)とのパートナーシップの下で諸業務や社会政策を発展させる」ことが、 2004

，.....， 2007年計画においても継続して含まれている lヘ
第 2の勧告は学生数の減少への対応である。これはフランスの大学全体に共通の問題で

あるが、ブルターニュ=南大学のようなこれからイメージ・アップを図らなければならな

い新設大学にとっては、より深刻な問題である。実際に、同大学でも教育提供は増強され

ているのに学生数は低下傾向にあった。そのため CNEは、適切な規模での教育提供を行

うために、大学区本部とともにパカロレア取得者の流量予測分析を行うことを勧告した l針。

この分析自体は実施されなかったが、学生数減少に対しては 2つの対策が取られることと

なった。 1つは高校に対して積極的に教育の宣伝を行うことであり、もう 1つは第 2・第

3期課程を中心に教育提供を魅力的なものとすることである。前者は、高校最終学年との

17) CNE， /'Universite de B，引'agne-Sud，ゆ99，pp.85-86. 

18) CNE， op.cit.， 2004 (BlIl/etin‘no.45)， p.6， p.14. 

19) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud>， p.86. 
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接触強化と、高校生に適合したコミュニケーション手段の設定とを基本路線に、高校の校

長に対する情報提供会議(校長の 80%以上が出席上高校教員と大学教員のテーマ別の作

業会議、高校での説明会やフォーラムへの参加、各キャンパスでの「オープン・キャンパ

ス」の開催などを行っている。後者については、一般教育コースよりも職業教育コースの

発展を優先事項とし、 DESS (Diplome d'etudes superieurs specialsees :高等専門教育免状)、

職業リサンス、 IUT、IUPCInstituts universitaires professionnalisees :大学附設職業教育セン

ター)を拡充している。この方針は 2004'"'"'2007年の全学計画においても継続されている。

これらの政策により、近隣大学の大部分が大幅な学生滅を経験している中で、 1998年度

と2002年度の間で全体として約 8%学生数が増大するという成果がもたらされた 20)。

第 3のものは学生生活に関するもので、学生の生活環境の見直しを行うとともに、所属

意識を高めることが勧告された 21)。この点に対しては、ブ、ルターニュ演劇センタ一、主要

キャンパスのあるロリアン市とヴ、アンヌ市、 CROUS等との連携強化により、文化活動の

面で学生に対して様々な優遇措置(観劇優待席、学生会館の提供など)が講じられたり、

体育・スポーツ活動業務局によって多くの屋外活動が提供されたりしている。施設・設備

面では、障害のある学生が利用しやすいように建物を改修したり、社会的活動のために大

学の施設・設備を利用に供したりもしている。大学の管理運営への参加については、ヴ、ア

ンヌまたはロリアン・キャンパスの一方に学生副学長、もう一方に学生学長補佐を置いて

おり、評議会選挙への投票率も上昇してきている。学生生活に関しても、 CROUS とのパ

ートナーシップの下で諸業務や社会政策を発展させることが、 2004'"'"' 2007年全学計画に

継続して盛り込まれている却。

第4に、特に理学・科学技術部門の物理学・応用コースについて、応用物理学の中等教

員免状への準備教育を編成するために IUFMと関係を強化することが勧告されたへ IUFM

との連携強化に関しては、追跡調査では不十分とされたが、理系学際リサンスに学校教員

志望の学生を受け入れ、準備教育を行っている。この IUFMとのパートナーシップも 2004

'"'"' 2007年全学計画に継続して含まれている判。

最後に、第 5の勧告として地方分散に関する事柄がある。ブルターニュ=南大学はヴァ

ンヌとロリアンの大学拠点連合から誕生したという歴史的経緯もあり、これらそれぞれを

母体とする 2つのキャンパスの二極分化傾向が大きな課題となっている。そのような状況

において、さらにキャンパスを分散化させることで大学の統一性や構成員の所属意識の稀

薄化が懸念される中で、また先に示した学生数減少という傾向の中で、 CNEは新たな学

科よりも既存のものの強化を優先することを勧告していたへしかしながら、ブ、ルターニ

ュ=南大学は、 CNE勧告に反してポンティヴィ・キャンパスで IUT学科と職業リサンスを

新設した。これについては、同キャンパスはブルターニュ地方中央部に存する唯一の大学

キャンパスであり、道路整備や医療地区の設置ならびに大学の発展を通して「この地域の

20) CNE， op.cit.， 2004 <Bullefill， 110.45). p.6. 

21) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud)， pp.85・86.

22) CNE， op.cit.， 2004 (Bullefin， 110.45). p.13. 

23) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud)， p.39. 

24) CNE， op.cit.， 2004 <Bulletin. 110.45)， p.9， p.13. 

25) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud)， p.48. 
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過疎化と戦うという意向を国およびプ、ルターニュの地方公共団体と共有しているJ26)とい

うのが大学側の言い分である。また、地域振興への協力により、大学に対する地域の経済

界の支援を期待している。このような大学側の主張に対して CNEも一定の理解を示し、

追跡調査報告書では「大学が利用できる戦術の幅を評価するJ27)としている。

以上、教育関係の項目を中心に、ブルターニュ=南大学の個別大学評価における勧告と

追跡調査におけるその後の進捗状況の評価との関係をみてきた。多くの勧告は実行に移さ

れるか、実行されつつあるかであったが、全てが完全に実行されたわけではなく、むしろ

意識的に CNEの勧告に反する行動を取っているものすらあった。しかしながら、追跡調

査においてなされた「対話Jにより、大学はその意図を明確に伝え、 CNEもこれに一定

の理解を示している。このようなことを含みつつも、 CNEは追跡調査報告書の「結論」

部分において、新設大学である同大学が着実に進歩していることを追跡調査を通して確認

したと総括しているお}。

(3)ランス大学の追跡調査

ランス大学についてもは、やはりサン=テチエンヌ大学のような主要項目の一覧表が公

開されていなし、。そのため、ブルターニュ=南大学の場合と同様に少し対象を限定して、

同大学の評価報告書と追跡評価報告書を比較対照することとする。評価報告書において指

摘された中核的課題の 1つが学生数減少およびそれに関連する問題であり、この点に関す

る勧告に焦点を当てて考察することとする。なお、同大学の個別大学評価報告書は 1999

年に、追跡調査報告書は 2004年にそれぞれ刊行されている。

フランスでは 90年代後半からバカロレア取得者数が減少に転じており、そのため多く

の大学において学生数の減少が課題となっている。ランス大学でも事情はこの通りである

が、同大学に特徴的なことは第 2・第 3期課程における学生の「流出」による減少である。

すなわち、ランス大学で第 1期課程を終えた後にパリ、ナンシー、ディージョンの大学で

の学業継続を希望して移動する学生が多数おり、第 1期課程と第 2・第 3期課程との聞に

学生数の不均衡が生じていることが大きな問題となっていた。 CNEはこの問題に対して、

焦点を絞ったより魅力的な第 2・第 3期課程教育の実施を勧告した。また、とりわけ理科

系コースの職業教育化を充実させること、就職に対する配慮を行うことも勧告しているぺ

① CNEの勧告に基づく改善

ランス大学は、このような CNEの勧告に概ね従っているぺ第 1に、第 3期課程に関

して 2000"-' 2003年契約の中に高度職業人の養成を目的とする DESSの免状新設が組み込

まれた。この結果、ランス大学の評価が行われた 1999年度において 528名であった DESS

の学生数は、 2003年には 844名へと 50%以上の増加を記録した。また、登録者の 55% 

は大学区外の出身者(うち 130/0は留学生)となっている。この問、研究志向の DEA

26) CNE， op.cil.， 2004 (Bu/letin， no.45) ， p.16. 

27)CNE， ibid.， p.13. 

28)CNE， ibid.， p.13. 
29) CNE， I'Universile de Reims ・Champagne-Ardenne，1999， pp.95・98.

30) CNE， op.cil.， 2004 (Bu/letin， no.43) ， p.14. 
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(Diplome d'etudes approfondies :研究深化免状)の学生数は横這い(約 250名)、博士課程

の学生数も微増 (400名強)であるので、職業志向の DESSの増強が第 3期課程学生の絶

対数増大の主たる要因となったことが分かる。

第 2に、第 2期課程については、職業リサンスや IUPの新設により職業教育コースが

拡充された。これも 2000-.， 2003年契約の一部をなすもので、 15の職業リサンス(うち 10

は科学技術領域)と 2つの IUP(芸術・文化職と材質工学)を新設している。これら新設

された職業教育コースへの登録者数は、第 1・第 3期課程分も含めて 853人 (2003年度)

となっている。中でも職業リサンスの拡大は著しく、2000年度の 81名から 2003年度の 387

名へと 5倍弱の増加となっている。さらに、欧州標準の 3-5・8 (LMD) 制への移行に伴

う教育再編の一環として、新たな職業リサンス・マスターの創設を計画し、第 2・第 3期

課程における職業教育コースの発展を継続させる方針が採られている。この他にも、附属

高等包装・梱包技師学校を大幅に拡充して 2000年度の 40人から 60人へと 500/0増とし、

技師養成を強化している。また、 IUFMとの積極的なパートナーシップにより、教員採用

試験への準備教育も職業教育の一環として強化されており、 2002年度には 335名の学生

に対して各種中等教育教員への準備教育を行っている。

第3に、勧告に従って学生に就職支援対策の充実が図られており、 2004-.， 2007年の全

学計画においても継続している。これに該当するものとしては、付添指導の措置・方策と

しての職業計画の作成指導、ポスト・雇用供給に関する情報提供、就職支援室の設置であ

る。この他にもいくつかのコースにおいては就職調査が導入されており、追跡調査におい

ては、これを職業教育コース全体に拡大することが CNEから求められている刊。

②自発的に実施した改善

学生数減少に対するランス大学の対応は、第 2・第 3期課程の充実という CNEの勧告

の実行だけではない。 CNEが明らかにした様々な現状に端を発するものではあるが、第

1期課程を中心とする学生に対する付添指導の充実という戦略を自発的な形で、取ってい

る。 1999年の大学評価の際に、いくつかのコース (AES、文学、歴史学、地理学、言語

学など)の第 1期課程での合格率の低さが指摘された。第 1期課程での合格率を高めるこ

とは、第 2・第 3期課程の学生数増加にも繋がることから、上述の各種職業教育コースの

充実の基礎をなすともいえる。ランス大学は、 2000-.， 2003年契約中にこれを改善するた

めに、講義の 2分割、演習グ、ループ規模の縮小、チューター制の導入などの措置を実施し

た。

これらの他に、この大学に独特な「学生リレー」と呼ばれる措置が実施されている。こ

れは、やむを得ない事情により演習に欠席したり、試験を受けなかったりする学生を支援

するためのもので、欠席の理由を学生に尋ねて激励するための電話連絡、第 1学期末試験

を受けなかった場合には郵送での連絡を行うというものである。例えば、法学=経済学=AES

では、 243名の学生が電話によるフォローアップを享受した。学生集団がますます異質に

なって、選択した教育の継続にバカロレア資格が適合していない場合があるにもかかわら

31) CNE， ibid.， pp.7・12.
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ず、このフォローアップ措置の導入によって、合格率上昇と中退率減少の傾向が見られた。

非常に有益な進路変更が可能になっているとして、 CNEも追跡調査で高く評価している
32) 

o 

以上、ランス大学について、主要課題の 1つである学生数減少をめぐっての CNEの勧

告と同大学の対応を中心に見てきた。ランス大学の対応は、この問題に関して個別大学評

価において CNEが勧告した第 2・第 3期課程教育の充実をほぼ忠実に実行するとともに、

一歩進めて第 1期課程における学生付添指導を強化するものであった。特に後者は、学生

個人に対する丁寧なフォローアップを行うもので、フランスの大学においては画期的な措

置といっても過言ではなかろう。追跡調査における CNEの総括は、この問題も含めたラ

ンス大学の改善努力全体を高く評価しているぺ

4.追跡調査の有効性

追跡調査はまだ実施され始めてから間もないので、それが個別大学の改善をどの程度促

進するのかを見極めるには今後の動向を見守る必要があるo しかしながら、 CNEは追跡

調査を試行するに際して、「大学評価の 2年後に追跡調査があるので、大学もそれを目標

に対処するのではないかJ34)と効果に期待を寄せているo 実際に、上に事例的に示した 3

大学については、個別大学評価における CNEの勧告の大半は実行されているか、あるい

は検討中であった。中には勧告に反するような方策が取られる場合もあったが、大学側に

明確な理由があり、追跡調査においては CNEが理解を示す形となっていた。また、ここ

では取り上げなかった他の追跡調査対象大学でも、 CNEによる評価とその後の改革に一

定の連続性があること、勧告をもとにした改善が進められていることが確認されている。

さらに、未着手あるいは検討中の事柄についてはその再認識の場となり、今後の取り組み

の再動機付けあるいは促進要因となることも指摘されているぺ

この追跡調査は、 PDCAのマネジメント・サイクルに当てはめて考えると、 iC (check) J 

の部分に相当する o そして、各大学の対応を iA (action) Jと見なすことができる。さら

に視野を広げてフランスの大学評価制度全体で見ると、個別大学の第 1回評価が最初のサ

イクルの iCJ に、第 2回評価が 2回目のサイクルの iCJ に、追跡調査は 3回目のサイ

クルの iCJ に相当することになるo 最初のサイクルと 2回目のサイクルの聞が平均 10

年であるのに対して、 2回目のサイクルと 3回目のサイクルの聞は原則 2年であるから、

評価と改善の距離も大幅に接近することになると期待される。

理論的には、この追跡調査においては、「対話の精神」を基礎に置きつつも、そこに「証

明の論理」が付加されている。本稿の前半部分で示した追跡調査の手順を図示すると、下

図のようになる。そこから分かるように、調査対象大学において実地調査が行われる際に

設けられる CNEと当該大学の執行部等との聞の「面談等」や、「学長の回答」を伝えるた

めの「会合」においては、 CNEと大学の間で勧告とその後の対応や報告書を巡って直接

32) CNE， ibid.， p.9. 

33)CNE， ibid.， p.12. 

34)2005年 3月 8日に CNE本部にて実施した面接調査における BrunoCurvale氏 (CNE特命官)の発言。

35) CNE， op.cit.， 2005 (Nouveaux espaces pour /，Universite)‘pp.IO-I1. 
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的に「対話」がなされる。また、大学と CNEの間では「書類交換Ji派遣団訪問Ji書類

・データ・指標等の送付Ji報告書送付」といった様々な遣り取りがなされており、これ

も機関問の一種の「対話」と見なすことができる。さらには、追跡調査報告書にも記載さ

れる「学長の回答Jは、紙上での「対話」と解することができる。

図.追跡調査の過程における「対話Jと「証明J

<大学>

，rt:捗状況の提示

⑨ 

<CNE> 

-データ・指標等の途付- I、、③報告書の作成

く二〉 「対話の4仲 J
〆、
、

崎、-- ~ 

ノ④報告書の承認

⑦最終報告書の刊行

) ...証明の論理」

一方で、追跡調査の過程においては大学が行う作業が相対的に重要とされている。すな

わち、大学は CNEの勧告とその後の対応に関する一覧表を作成したり、面談時や報告書

の作成に必要となる「書類・データ・指標等」を提示することになっている。かくして大

学は、 CNEに対して評価後の改善の進捗状況を自らの手で「証明」することを求められ

ているo

追跡調査では、大学評価後の自らの改善状況を明示し(i証明の論理J)、それを基にし

て両者が議論等を行って(i対話の精神J) 報告書という結論を導き出していくという手

法が取られている。かくして大学は、追跡調査の過程を通して改善の道程を確認できると

同時に、大学の取り組みに関する対外的説明責任を果たすこともできるのである。
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表3.ブルターニュ=南大学の追跡調査実施時lこCNEから送付された資料

はじめに

以下にリスト化されている諸点は、ブルターニュ=南大学の 1999年評価報告書から抜粋されたものである。

これらは、分析され、 CNEの指摘または勧告の対象となった問題を再掲するものである。

CNE勧告の追跡調査の実行は、このリストに基づいて行われる。これら勧告の考慮、の仕方を説明し、あるい

はそうでない場合には大学の選択を論証し、全学計画において勧告が占めている場を明確化し、記録された成

果や変化を証明するのは、大学側の仕事である。

教育

1. 字企業の変危

一一学生のリクルート政策。

一一第 l期課程におけるリクルートーーパカロレア取得者数の予測分析

2. 法学V1ffð字学jご$ilプ-31i~提供

一一法学リサンスを強化し、さらに限定的な専攻を選択すること。それは、大幅な多様化よりも卓越性を優先

し、ブルターニュ=南大学が提供できない専門領域は他所で見付けるという考えを、学生が受け入れるもの

である β2頁九

3. I護軍営学:;IUP 

一一法経学部への附属向4頁フ。

一一「情報学・統計学・経営学」専門拠点の枠内で発展すべく協力すること。

一一法経学部の周囲への開放。

4. 弛彦tiJI事長嘗.JJti綾'JIUP 

一一選択肢の妥当性、同一 IUP内での様々な専攻の分かり易さと一貫性 β5P)。

一一大学の他の構成部局、とりわけ法学、経済学、経営学にこの IUPを開放する必要性 (36頁)0

5. 必~J古学j 抱夜

一一選択肢の質と独自性に基づいて、全学的戦略の中に「歴史学J拠点を上手く統合するように注意すること。

6. 9#系暴f"!亨
一一「物理学・応用」コース。学生数の変化、 IUFMへの開放、 DESS(高等教育専門免状)の設置(39頁)。

7. IUT 
-IUTグァンヌ校

一一内部組織を変更して、 4学科間での資源分散および共働作用を改善すること(42長九

一一 IUTロリアン校

一一学科新設よりも既存の学科の発展を優先すること{初頁九

一ー産業界とのパートナーシップおよび大学の他の構成部局との関係を強化すること{初戻入

8. 持昔話若者1J'

一一継続教育開発局の位置付け、ならびに、 IUTを含むブルターニュ=南大学の構成部局全体の全体による発展

という特殊な任務の管理に注意すること。また、継続教育の管理運営の軽微な機構の質を維持することの6

頁九

研究

一一研究グ、ループの認知を可能にする学術的戦略の選択、および、大学が定める専門拠点の枠内でのその調整

(54頁丸

一一教員=研究員の採用政策およびそれらに供される研究に打ち込む可能性。展開される研究テーマを有するポ

ストの概要の適合、教育負担と管理責任の配分 β4、55頁フ。

学生生活

一一学生に対するスポーツ・文化活動の提供{旬、 64、85P)。

一一キャンパスの二極性およひ・分裂を克服しての統一的高等教育機関への所属意識 (66頁九

運営

一一運営計画の構築および全学業務局の地理的再編

ーー予算・会計手続きの実施または明確化を継続し、そのことに関して構成部局にきちんと情報提供すること

(77、 78P)0

一一会計官の責任と財務局の責任を分離すること自8P)。

一一当初予算を適切に調整し、修正予算の決定を増やさないよう注意すること (78頁九

一一地方公共団体に、運営費支出に対する支援の解除を、予定されていた 5年よりも長い期間に害IJり振っても

らうこと(73頁九

一一要望はあるが費用のかさむこ極化について、とりわけ関係する過剰経費の評価を可能にするように、予算

分析能力(計器板)を発展させること(72頁入

一ーより自発的な資料収集政策および資料収集機能に特化された場
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一ーカの散在、すなわち資料収集の細分化の危険性や図書館の分散を避け、共同図書館の資料収集共通業務局

への統合および教員グループと図書館員グループのより良い共同を促すことの3頁九

一一資料収集委員会を有効に機能させること t切頁λ

大学の管理運営

1. 1FJ.!l 
一一これまでは理系・技術系の優越が特徴であった機関運営への学問分野全体の参加、とりわけ人文・社会科

学および法学の参加の6、87頁九

一一 IUTの大学内への統合 (67頁九

2. 111，議・決定線局

一一大学とそのパートナ一、とりわけ経済界代表者との聞の協議機関を設置すること。それは方針評議会に代

わるもので、プルターニュ=南大学の未来に関する予測的考察がそこで建設的な形で行われる (68，69、86

Jf)。

大学の機構

一一特に、研究と教育が 2つの異なる構成部局に所属している科学技術部門において、構成の一貫性を改善す

ること。研究管理の共通業務局を設置し、研究活動を各 UFRに附属させること (70、86頁λ
一一機構聞の共働作用および相互扶助を容易にする専門拠点を登場させること。

一一非常に不調和な IUPの組織を再考し、それを UFRに統合すること{加戻入

ーー共通業務局を設置すること俗6戻入

一一大学共同体の構築を可能にするために、大学の二極化が「統合されたJ大学の発展や統一的アイデンテイ

ティーの出現を妨げないようにすること (86・3克j。

一一学問分野問、異なる機構問、キャンパス聞の相互作用を奨励する、あらゆる組織または率先行動を優先す

ること (86頁フ。

一一大学の「本分Jについて聞い、大学の使命の実現に適合する選択を行うこと (87頁入

一一ぼやけたままの全学計画をきちんと明確にすること。それは、 2つの地域圏一一プルターニュおよびペイ

・ドゥ・ラ・ロワールーーを考慮しなければならない大学および経済の文脈の中で、特徴がはっきりして

いないの7質入
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